
長浜市告示第１５５号 

 

長浜市園芸振興・転換作物生産推進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和６年３月２８日 

 

長浜市長 浅見 宣義  

 

長浜市園芸振興・転換作物生産推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、水田野菜・施設野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を推進

することにより、農業者の農業経営の安定を支援することを目的とし、これらに必

要な農業用機械及び施設等の導入に要する経費で、国及び県の補助対象とならない

経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長浜市補助金等交

付規則（平成18年長浜市規則第36号。以下「規則」という。）及び長浜市市税等の

滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則（平成26年長浜市規則第17号）に

規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別表第１に定

める者のうち、この要綱による補助金の交付申請時において納期限が到来している

市税及び国民健康保険料（税）に未納がないものとする。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助の対象となる事業区分、補助対象経費、補助率等及び補助条件等は、別

表第１に定めるとおりとする。 

２ 下取りがある場合は、下取り価格を控除した後の費用を対象とする。 

（交付申請） 

第４条 規則第４条第１項第４号に規定する市長が必要と認める書類は、別表第２に

定めるとおりとする。 

（実績報告） 

第５条 規則第１４条第１項に規定する市長が別に定める書類は、別表第３に定めるとお

りとし、提出期限は補助金交付年度の３月３１日とする。 

（書類の保存） 

第６条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業に係る経

費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿、領収書等を補助事業が完了した日の属す

る会計年度（以下「完了年度」という。）の翌年度から５年間保存しておかなければな

らない。 

（調査等） 

第７条 市長は、完了年度及び前条に規定する期間中に、補助事業の実施状況及び収支状

況について、必要に応じ、補助事業者に報告を求めることができる。 



（処分の制限） 

第８条 規則第２０条に規定する財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和40年大蔵省令第15号）により定められた耐用年数（以下「耐用年数」と

いう。）とする。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、補助事業者が第２条及び第３条に規定する要件を満たさなくなったとき

は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を

命じることができる。 

２ 市長が返還を命じる金額は、耐用年数から完了年度以後の経過した年数を減じた年数

を耐用年数で除した値に、交付した補助金の額を乗じて得た額とする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （長浜市園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業補助金交付要綱等の廃止） 

２ 長浜市園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業補助金交付要綱（平成18年長浜市

告示第329号）及び長浜市転換作物生産推進事業補助金交付要綱（平成18年長浜市告示

第157号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の長浜市園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業補助金

交付要綱及び長浜市転換作物生産推進事業補助金交付要綱の規定に基づき交付決定を受

けた補助金については、なお従前の例による。 

４ 令和６年度については、別表第１野菜・花き栽培用機械購入補助事業の項中「この

事業の」とあるのは「廃止前の長浜市転換作物生産推進事業補助金交付要綱に規定する

野菜・花き栽培用機械購入補助の」と読み替えるものとする。



別表第１（第２条、第３条関係） 

事業

区分 
補助対象者 補助対象経費 補助率等 補助条件等 

野

菜・

花き

栽培

用機

械購

入補

助事

業 

次に掲げる要件のいず

れにも該当する者 

(1) 市内に住所を有

する販売農家 

(2) 水田を活用して

野菜・花きを栽培

する者 

(3) 前年度にこの事

業の利用がない者 

(4) 過去にこの事業

又は廃止前の長浜

市転換作物生産推

進事業補助金交付

要綱（以下この表

において「旧要

綱」という。）に

規定する野菜・花

き栽培用機械購入

補助を利用した場

合は、当該事業に

おいて拡大すると

した栽培面積を達

成している者 

 

次に掲げる野菜・花き

栽培用及び出荷用の農

業機械の購入費用 

(1) 整地・施肥用機 

 械 

(2) は種・育苗・移

植用機械 

(3) 中耕・追肥・除

草機械 

(4) 防除機械 

(5) 収穫・運搬用機 

 械 

(6) 調製・選別用機 

 械 

(7) 暗きょ排水用機 

 械 

(8) スプリンクラー

設備 

(9) 花き・野菜専用

保冷庫 

(10) その他市長が

必要と認めるもの 

補助対象経

費の１０分

の３以内と

し、１００

万円を上限

とする。た

だし、販売

用野菜の栽

培面積が２０

アールから

２０アール

増えるごと

又は販売用

花きの栽培

面積が２ア

ールから２

アール増え

るごとに上

限を２５万

円ずつ加算

することと

する（最大

２００万円

を上限とす

る。）。 

(1) 販売用野菜の

栽培を２０アー

ル以上又は販売

用花きの栽培を

２アール以上新

たに、又は拡大

して行い、その

面積を５年間維

持すること。 

(2) １年度当たり

１回限りとす

る。 

(3) 中古機械の導

入については、

販売事業者を介

しての購入であ

り、安全上及び

使用管理上問題

がなく、残存耐

用年数が２年以

上のものである

こと。 

生産

調整

推進

用ア

タッ

チメ

ント

整備

補助

事業 

次に掲げる要件のいず

れにも該当する者 

(1) 市内に住所を有

する販売農家 

(2) 経営所得安定対

策等実施要綱（平

成23年４月１日付

け22経営第7133号

農林水産事務次官

依命通知）に規定

する畑作物の直接

生産調整推進のための 

麦、豆類及びそばの栽 

培に必要なアタッチメ 

ントの購入費用 

補助対象経

費の１０分

の３以内と

し、２０万

円を上限と

する。 

(1) １事業者当た

り１回限りとす

る。 

(2) 中古機械の導

入については、

販売事業者を介

しての購入であ

り、安全上及び

使用管理上問題

がなく、残存耐

用年数が２年以



支払交付金の交付

対象者 

(3) 過去にこの事業

及び旧要綱に規定

する生産調整推進

用アタッチメント

整備補助の利用が

ない者 

 

上のものである

こと。 

園芸

施設

用ビ

ニー

ルパ

イプ

ハウ

ス類

設置

事業 

市内に住所を有する販

売農家 

 

新設又は増設するビニ

ールパイプハウス類の

設置に係る費用及びビ

ニールパイプハウス施

設内において、園芸施

設野菜等を栽培するた

めに必要な施設設備の

設置に係る費用であっ

て、その面積が１棟５

０平方メートル以上の

ものとする。 

補助対象経

費の１０分

の３以内と

し、１２０

万円を上限

とする。 

(1) １年度当たり

１回限りとす

る。 

(2) 設置後５年間

は、園芸用施設

として使用し、

園芸施設共済等

に加入しなけれ

ばならない。 

(3) 中古施設等の

導入について

は、販売事業者

を介しての購入

であり、安全上

及び使用管理上

問題がなく、残

存耐用年数が２

年以上のもので

あること。 



水稲

育苗

用ビ

ニー

ルパ

イプ

ハウ

ス有

効活

用事

業 

市内に住所を有する販

売農家 

 

既存の水稲育苗用ビニ

ールパイプハウスを園

芸施設用ビニールパイ

プハウスとして有効活

用する際に必要となる

補強資材及び園芸施設

野菜等を栽培するため

に必要な資材（ベンチ

アップ資材を含む。）

の設置に係る費用 

補助対象経

費の１０分

の３以内と

し、３０万

円を上限と

する。 

(1) １年度当たり

１回限りとす

る。 

(2) 設置後５年間

は、園芸施設野

菜等を栽培する

こと。 

(3) 中古設備等の

導入について

は、販売事業者

を介しての購入

であり、安全上

及び使用管理上

問題がなく、残

存耐用年数が２

年以上のもので

あること。 

果樹

生産

施設

類設

置事

業 

市内に住所を有する販

売農家 

新設する果樹の生産施

設の設置に係る費用 

補助対象経

費の１０分

の３以内と

し、３０万

円を上限と

する。 

(1) １年度当たり

１回限りとす

る。 

(2) 設置後５年間

は、果樹等を栽

培すること。 

(3) 中古設備等の

導入について

は、販売事業者

を介しての購入

であり、安全上

及び使用管理上

問題がなく、残

存耐用年数が２

年以上のもので

あること。 

別表第２（第４条関係） 

事業区分 添付書類 

野菜・花き栽培用機

械購入補助事業 

(1) ５年間の営農計画書 

(2) 野菜栽培ほ場の一覧表及び位置図 

(3) 見積書、カタログ等 

(4) 機械の共同利用に係る管理運用規定（集落営農組織等の



任意組織に該当する場合） 

(5) 定款又は規約及び構成員名簿（個人の場合を除く。） 

(6) 残存耐用年数を客観的に証するもの（中古機械の場合） 

生産調整推進用アタ

ッチメント整備補助

事業 

(1) 見積書、カタログ等 

(2) 機械の共同利用に係る管理運用規定（集落営農組織等の

任意組織に該当する場合） 

(3) 定款又は規約及び構成員名簿（個人の場合を除く。） 

(4) 残存耐用年数を客観的に証するもの（中古機械の場合） 

園芸施設用ビニール

パイプハウス類設置

事業 

(1) 土地の権限を証する書類 

(2) 設置予定場所の現況写真 

(3) 年間栽培計画書 

(4) 見積書、カタログ等 

(5) 定款又は規約及び構成員名簿（個人の場合を除く。） 

(6) 残存耐用年数を客観的に証するもの（中古施設等の場

合） 

水稲育苗用ビニール

パイプハウス有効活

用事業 

(1) 土地の権限を証する書類 

(2) 設置予定場所の現況写真 

(3) 年間栽培計画書 

(4) 見積書、カタログ等 

(5) 定款又は規約及び構成員名簿（個人の場合を除く。） 

(6) 残存耐用年数を客観的に証するもの（中古設備等の場

合） 

果樹生産施設類設置

事業 

(1) 土地の権限を証する書類 

(2) 設置予定場所の現況写真 

(3) 年間栽培計画書 

(4) 見積書、カタログ等 

(5) 定款又は規約及び構成員名簿（個人の場合を除く。） 

(6) 残存耐用年数を客観的に証するもの（中古設備等の場

合） 

別表第３（第５条関係） 

事業区分 添付書類 

野菜・花き栽培用機

械購入補助事業 

(1) 事業報告書及び収支決算書 

(2) 請求書及び領収書の写し 

(3) 対象機械の写真 

生産調整推進用アタ

ッチメント整備補助

事業 

(1) 事業報告書及び収支決算書 

(2) 請求書及び領収書の写し 

(3) 対象機械の写真 



園芸施設用ビニール

パイプハウス類設置

事業 

(1) 事業報告書及び収支決算書 

(2) 請求書及び領収書の写し 

(3) ビニールパイプハウス類の完成写真 

(4) 園芸施設共済等の加入が分かるものの写し 

水稲育苗用ビニール

パイプハウス有効活

用事業 

(1) 事業報告書及び収支決算書 

(2) 請求書及び領収書の写し 

(3) 対象設備等の写真 

果樹生産施設類設置

事業 

(1) 事業報告書及び収支決算書 

(2) 請求書及び領収書の写し 

(3) 対象施設等の写真 

 


